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研究要旨 

乳幼児の身体発育曲線作成等のために、国では10 年ごとに乳幼児身体発育調査を実施

してきている。最新の調査は令和2年に予定されていたが、新型コロナウイルス感染症拡

大の影響で延期され、令和5年に実施されることになった。昨年度までの本研究において

（１）調査対象人数、（２）対象者の抽出方法、（３）調査項目等、（４）調査組織につ

いて検討・提案した。今年度は、調査に向けて残された課題として（５）着衣状態での計

測の扱い、（６）調査結果の集計表様式について検討・提案した。正確な計測を行うため

には、体重は全裸で計測することが望ましいが、今日、子どもの人権上の観点などから、

全裸での計測に対する保護者の理解・同意がどうしても得られない場合には、着衣の状態

を記録し、その一般的な重量から着衣の重量を推定して、体重計測値から減じる方法を提

案した。今後、実際の調査データを精査して、上記の方法で着衣重量を補正することの妥

当性や、集計値に与える影響について検討したうえで、発育曲線・発育値や各集計表を作

成していく必要がある。 

Ａ．研究目的 

母子健康手帳に掲載されている乳幼児身

体発育曲線は、保護者がこどもの発育の経

過を確認し、また保健指導や栄養指導の際

に、発育を評価するために用いられている。

国ではこれまで 10 年ごとに乳幼児身体発

育調査を実施し、乳幼児の身長、体重、頭囲、

胸囲等を調査して、乳幼児身体発育曲線を

作成するとともに、乳幼児の栄養方法、運動

及び言語発達状況等の把握を行ってきた。

同調査は一般調査と病院調査とからなる。

平成 22 年に実施された一般調査は、直近の

全国の国勢調査区から 3000 地区を層化無

作為抽出した生後 14 日以上 2 歳未満の乳

幼児及び、3000 地区から抽出した 900 地区

の 2 歳以上小学校就学前の幼児が調査客体

であり、病院調査は、全国の産科を標榜し且

つ病床を有する病院のうち、医療施設基本

ファイルから抽出した 150 病院で出生し、

調査月に 1 か月健診を受診した乳児が調査

の客体である１）。平成 22 年調査では一般調

査は 7652 人、病院調査は 4774 人の協力が

得られたが、近年、乳幼児数が大きく減少

し、調査協力率が毎回低下していることか
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ら、従来と同じ標本抽出方法では集計可能

な人数が大幅に減少し、身体発育曲線・発育

値の誤差率が大きくなることが予想される。

また、新型コロナウイルス感染症拡大の影

響により令和 2 年に予定されていた調査は

延期となり、さらなる協力率の低下も懸念

され、調査の実施主体である自治体の負担

軽減のための配慮も必要である。 

そこで本分担研究では、これらの課題を

ふまえて、昨年度までに、令和 5 年乳幼児

身体発育調査のための（１）調査対象人数、

（２）対象者の抽出方法、（３）調査項目等、

（４）調査組織について検討・提案した２）。 

さらに今年度は、残された課題として、

（５）着衣状態での計測の扱い、（６）調査

結果の集計表様式について検討・提案する

ことを目的とする。 

Ｂ．方法 

（５）着衣状態での計測の扱い

調査必携において、「体重は原則として全

裸で計測」としているが、乳幼児健診の現場

では保護者の理解が得られないことがある。

乳幼児身体発育調査（一般調査）でも同様の

事態が想定されるため、研究分担者・研究協

力者がワーキンググループを開催して、全

裸での計測に対する保護者の理解・同意が

どうしても得られない場合に、①想定され

る着衣の状態と記録法、②着衣の重量の影

響、③体重の記録法、④集計時の着衣の状態

の扱いについて検討を行った。 

（６）調査結果の集計表様式

平成 22 年乳幼児身体発育調査結果の集

計表及び今日の母子保健施策での利活用の

必要性等を踏まえて、こども家庭庁で見直

しを行った集計事項一覧に応じた集計表

（案）の様式（以下、集計表（案）の様式）

について、本研究班の研究分担者・研究協力

者が精査し、修正点を提案した。 

Ｃ．結果 

（５）着衣状態での計測の扱い

 体重は原則全裸で計測とするが、保護者

の同意が得られない場合は「標準的な下着

を載せてゼロ点調整」が最も望ましい。それ

が不可能な場合には以下のように扱う。 

① 想定される着衣の状態と記録法

パンツ（3 歳未満ではパンツまたは紙お

むつ）、加えてシャツのこともある。 

着衣がある場合には、一般調査票の「備考

欄」にその状態を具体的に記載する 

② 着衣の重量の影響

「一般的な重量」については、次のとおりと

する。 

3 歳未満：パンツまたは紙おむつ 35g、シ

ャツ 50g 

3〜6 歳：パンツ 40g、シャツ 85g 

③ 体重の記録法

体重計の最小測定単位に関わらず、計測

した体重（着衣を含む）をそのまま記入す

る。 

④ 集計時の着衣の状態の扱い

③で記録された体重から、②の着衣の状

態と③の一般的な重量により予想される着

衣の重量を減じて、集計に用いる。 

（６）調査結果の集計表様式

 各集計表の意図に合った表頭・表側の構

成及び区分になっているか、理解しやすい

示し方になっているか、過去との比較が可

能か、用語が適切かなどについて、多くの修

正点を提案した。その後、これらの提案を踏

まえて、こども家庭庁で集計表（案）の様式

が修正された。 

Ｄ．考察 

（５）着衣状態での計測の扱い
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正確な計測を行うためには、体重は全裸

で計測することが望ましいが、今日、子ども

の人権上の観点などから、全裸での計測に

対する保護者の理解・同意がどうしても得

られない場合が想定されるため、着衣状態

での計測の扱いを検討・提案した。自治体の

負担軽減のための配慮も必要なため、調査

者の負担が大きい「標準的な下着を載せて

ゼロ点調整」や「着衣の重量を別に測定し

て、着衣状態での計測体重から減じて記録

する」という方法はとりにくい。そこで最終

的に、着衣の状態とその一般的な重量から

着衣の重量を推定して、体重計測値から減

じるという提案に至った。標準的な下着の

重量が地域で異なる可能性もあるが、全国

の平均的な重量を固定値として採用するこ

とで、地域差で生じるランダム誤差に吸収

されると考える。 

今後、実際の調査データを精査して、上記

の方法で着衣重量を補正することの妥当性

や、集計値に与える影響について検討した

うえで、発育曲線・発育値や各集計表を作成

していく必要がある。 

（６）調査結果の集計表様式

平成 22 年乳幼児身体発育調査に比べて、

調査項目の削除や母子保健施策での活用の

必要性の変化等により、いくつかの集計表

が変更・削除された。ただし、乳幼児の長期

的な体格の推移等を確認する必要性から、

過去の調査との比較可能性の維持にも配慮

した。最終的に約 90 点の集計表様式（図を

含む）が整理され、今後、集計作業が行われ

ていくことになる。 

Ｅ．結論 

令和 5 年乳幼児身体発育調査実施に向け

て、昨年度までに検討した（１）調査対象人

数、（２）対象者の抽出方法、（３）調査項目

等、（４）調査組織の見直しに加えて、（５）

着衣状態での計測の扱いについて検討・提

案し、これらを踏まえて令和 5 年 9 月にこ

ども家庭疔が同調査を実施した。また、（６）

集計表（案）の様式を精査し、いくつかの修

正点を提案した。 
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